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⑤県民の皆さんからの信頼回復に向けて、コンブライアンスの一層の浸透、組織風土としての定着を

めざして取り組みました。また、黒民に対する説明責任をより一層果たすとともに、公文書の適正

管理のさらなる徹底を図るため、三重県公文書等管理条例を制定し、令和2年4月から施行するこ

ととしました。今後も引き続き、県民の皆さんからの信頼を回復し、より高めていくために、「第

三次三重県行財政改革取組Jに基づき、コンブライアンス意識の向上や組織として的確に業務を進

めるための仕組みの構築や、公文書の適正管理について職員の意識をより高めるための研修の実施

等に取り組んでいく必要があります。

⑦令和2年4月からの内部統制制度の導入に向けて、内部統制に関する方針の策定や庁肉体制の整備

を行いました。引き続き、実効性のある取組となるよう推進していく必要があります。また、会計

年度任用職員については、任用田勤務条件、報酬及び期末手当等の青IJ度を条例等において規定をい

たしました。引き続き、新しい制度が適切に運用されるよう周知を図る必要があります。

③「県職員育成支援のための人事評価制度」等の適切かつ内滑な運用により、職員の意欲・能力の向

よと紡織力の向上に努めました。今後も引き続き、制度を適切かつ円滑に運用していく必要があり

ます。

⑨定期健康診断では、肥満度と脂質において 3人に 1人が有所見という結果であるため、肥満度と脂

質に関する健康謀題への対応を行いました。また、ストレスチェック制度を円滑に運用し、職員の

メンタルヘルス不調を未然に防止するとともに、セルフケアや職場環境改善に向けた研修等を実施

しました。今後も引き続き、健康課題への対応や過重労働対策、メンヲルヘルス対策に取り組んで

いく必要があります。

⑩新規採用者研修、新任班長等研修、新任所属長研修、危機管理推進者等研修を実施し、職員の危機

管理意識の徹底を図るとともに、危機への的確な対応ができる人材の育成に取り組みました。また、

職員が日常業務の中で気づいたリスクやヒヤリハットを危機に発展させないための未然防止対策に

ついて話し合う「危機管理意識向上研修」を各所属で実施しました。引き続き職員の危機管理意識

の向上を図っていく必要があります。

県民指標「行財政改革取組の達成割合j について、「第二次三重県行財政改革取組」に掲げた 11の

全ての具体的取組が達成され、令和元年度の目標を達成することができました。また、令和元年度

末の到達目標に関して、協創・現場重視の推進に向けて、職員が現場を重視し、さまざまな主体と

の協高IJを推進することができるような人材育成や実践体験につながる取組を進めたことで、県が行

う事業・業務における協創が促進されました。

一方で、コンブライアンスの徹底については、平成 31年3月に「不適切な事務処理及び不祥事の

再発防止に向けて」をまとめ、すでに取り組んでいますが、引き続き、県民の皆さんからの信頼回

復に強い決意をもって、新たに策定した「第三次三重県行財政改革取組j に基づいて取組を進めて

いく必要があります。

[第三次行動計画の関連する取組]

行政運営2 行財政改革の推進による県行政の自立運営

行政運営6:スマ ト自治体の推進
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③電子申請'届出システムや地理情報システム等について、システム利用効果等の説明を含めた操作

研修の実施、積極的な支援等により、それぞれのシステムの利用拡大を図りました。今後も県民の

皆さんに、多様で使いやすい行政サービスや行政情報の提供を行っていく必要があります。

④携帯電話不通話地域の解消を促進するため、市町に対して整備要望箇所の調査を行い、要望箇所を

精査した上で、携帯電話事業者に整備要望活動を行いました。引き続き、不通話地域解消に向けて

携帯電話事業者に働きかけるなどの取組を行っていく必要があります。また、市町の効果的・効率

的な情報化を促進する取組については、市町と共同で実施した共有デジタル地図の更新作業が令和

元年6月に完了しました。自治体クラウド化については、自治体クラウドグループにおける業務プ

ロセスの標準化に向けた動きを支援しました。今後も市町の自治体クラウド導入に向けて、闘の動

向等に関する情報収集に努め、情報提供を行うなどの支援を継続していく必要があります。

-県情報ネットワークや情報システムの安定運用に努めた結果、県民指標「全庁基盤システムの停

止時間」および活動指標である「行政WAN等の基幹ネットワークの停止時間Jについて、令和

元年度の目標を達成することができました。また、他の活動指標である「電子申請・届出システ

ムによる申請件数j等についても目標を達成するなど、行政運営の効率化や行政サ ビス等の効

果的な提供に向けて着実に成果があらわれています。

一方で、巧妙化・高度化しているサイパ攻撃などインターネットの脅威に対して、情報セキュ

リティの確保に向けたさらなる対策を講じていく必要があります。また、スマ 卜自治体の推進

!こ向け、 ICTを活用した取組を進めていく必要があります。

[第三次行動計闘の関連する取組】

行政運営6:スマート自治体の推進
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⑤個人住民税の特別徴収促進取組については、平成26年度から実施している特別徴収義務者の指定の

徹底により、給与所得者による特別徴収割合が89.2%と前年を上回る結果となりました。ただし、

特別徴収割合の伸び率は近年頭打ちとなっていることから、さらに効果的な個人住民税の徴収対策

について検討した結果、令和2年度から三重県地方税収確保対策連絡会議の事業として、個人住民

税の現年度徴収対策を推進します。各地域においては、各県税事務所に市町支援窓口を設置し、市

町との連携をさらに強め、促進支援を行います。

⑥「みえ公共施設等総合管理基本方針」に基づ、く具体的な取組を進めるため、各部局と情報共有を行

いました。また、本庁舎及び地域総合庁舎について、各庁舎管理者による点検や修繕履歴の蓄積を

行い、全ての庁舎で長期保全計画表を作成して、メンテナンスサイクルを実施しました。

-県財政l立、投資的経費の抑制など財政健全化の取組を進めてきた結果、県民指標「県債残高」の数

値白標について令和元年度の目標を達成するともに、「三重県財政の健全化に向けた集中取組」の

数値目標である経常収支適正度が順調に改善するなど、成果があらわれつつあります。税収確保対

策については、県民の皆さんが納税しやすい環境の整備拡充の結果、自動車税の納期内納付率の向

上等の成果をあげることができました。また、メンテナンスサイクルによる本庁舎等での予防保全

に取り組んだ結果、より効果的・効率的な修繕等を実施することができました。

一方で、引き続き公債費が高水準にあること、社会保障関係経費が増加すると見込まれることなど

から、新たに策定した「第三次三重県行財政改革取組Jに基づき、歳入歳出両面における取組を進

め、財政健全化に向けた取組を進める必要があります。

【第三次行動計画の関連する取組]

行政運営 3:行財政改革の推進による県財政の的確な運営
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2 第三次三重県行財政改革取組について

「第三次三重県行財政改革取組jについては、ロードマップ(工程表)に基づき、

知事を本部長とする「三重県行財政改革・デジタル戦略推進本部jを中心として、全

庁的な推進及び適切な進行管理を行います。

「第三次三重県行財政改革取車目」に掲げた7つの具体的取組については、それぞれ

の「年次計画」を策定し、着実に推進していくこととしています。

(令和2年度の取組の年次計画については、別表にまとめています。)

また、半期ごとに進捗状況の把握・検証を実施し、県議会への報告やホームページ

等により県民の皆さんに公表するなど、透明性の高い取組の推進に努めます。

0今後の予定

・令和2年9}ヲ定例月会議 上半期実績見込みの報告

(ホームページ等での公表)

・令和3年2月定例月会議 年度実績見込みの報告

(ホームページ等での公表)
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3 みえデジタル戦略推進計画(仮称)最終案について

1 概要(別紙2 P. 3) 

「みえデジタル戦略推進言十両(仮称)Jは、官民データ活用推進基本法により、都

道府県に策定が義務付けられている「都道府県官民データ活用推進計画Jとして位

置付けられる計画で、 ICTやデータを積極的に活用していくことにより、行政運

営の効怒化や県民の利便性向上、新たな様相を呈している社会のさまざまな課題を

解決していくことを目的として策定するものです。

令平日 2年3月 10日に開催された総務地域連携常任委員会において、本計画の検

討状況をご説明したところですが、次のとおり最終案を策定し、計画名については、

「みえデジタル戦略推進計画(仮称)J としています。

本計画の計画期間は、「みえ県民カビジョン・第三次行動計画」の計画期間にあわ

せ、令和 2年度から令和 5年度までの4年間とします。

本計画に記載している事業は、令和 2年度から本格的に実施している「スマート

改革Jの枠組みの中で具体的実現を図ります。

2 I CT及び国の情報化政策の動向(別紙2 P. 5) 

生産年齢人口の減少による労働力の供給制約の中、自治体においても冶持続可能

な形で行政サービスを提供し続けるため、 ICTを活用した「スマート自治体への

転換Jが求められています。

このような中、国では、「世界最先端デジタル国家創造宣言・宮民データ活用推進

基本計画Jを策定し、国民が安全で安心して暮らせ、豊かさを実感できる社会を実

現することをめざしています。

また、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、世の中で ICTを活用した業務

の進め方や新たなサービスの提供が加速度的に進んでおり、三重県においてもデジ

タルトランスフォーメーション(※)(以下、 rDXJという。)に向けての対策を講

じる必要があります。

(※)デジタルドランスフォーメーションとは、 rITの浸透が、人々の生活をあらゆる面

でより良い方向に変化させる」という概念。
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3 基本的な考え方(別紙 2 P.. 13) 

(三重県の現状と課題)

本県における現状と課題について、 ICTをめぐる動向や国の情報化政策の動向

等に加え、新型コロナウイルスの感染拡大により、世の中の考え方・働き方は大き

く変わりつつあることをふまえ、

-業務の生産性向上と働き方の見直し

.県民サービスの向上

.社会課題の解決とデータ活用の推進

の3つの観点から整理しています。

(基本方針)

現状と課題の 3つの観点をふまえ、次のとおりとします。

基本方針 1 I CTを活用した県庁改革とP清報基盤整備

業務の生産性の向上、職員の働き方の見直しを進めつつ、パックボーンとなる

情報基盤の整備とセキュリティの確保を進めます。

基本方針 2 I CTを活用した県民サービスの向上

ICTにより利便性をさらに高めるとともに、誰もがサービスを享受できる取

組を進めます。

基本方針3 テクノロジーを活用した社会課題の解決、新たな価値の創出

ICTをはじめとした新たな技術革新を地域課題の解決に積極的に取り入れ

ます。また、オープンデータのように、官民で新たな価値を創出する取組を進め

ます。

4 個別取組(別紙2 P. 19) 

3つの基本方針に基づき、次の個別取組を実施します。

{爵別取組は、一つないし複数の基本方針と関連しています。

(1) A IやRPAの活用等による業務改善及び多様な働き方の推進

IAI.RPA等の新たな技術の導入による業務改善の推進」、「ペーパーレス

化の推進」、「コミュニケーションツールの導入J、「モバイルワーク等、多様な

働き方の推進」、「市町におけるAI.RPA等の新たな技術の導入に関する研

究・情報共有する場の設置J

( 2 )県情報通信基盤の整備運用

「次期ネットワーク構築・運用」、「ペーパーレス化の推進(再掲)J、「コミュニ

ケーションツールの導入(再掲)J、「全職員が利用する業務システムの効率化に

向けた取組J

(3 )情報セキュリティ対策の強化

「職員のセキュリティ意識の維持向上J、「情報セキュリティポリシーの見直し」、

「インシデント対応力の維持向上」、 11三層の構え」による情報セキュリティ

対策の強化」、「自治体情報セキュリテイクラウドの再構築及び安定運用の確

保J、「市町職員に対する情報セキュリティ研修の実施J
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(4 )行政データのオープン化・データ活用の推進

「オープンデータ化の推進J、「市町におけるオープンデータ化に関する助言・

情報提供等による支援j、i1 C T.データ活用を推進する協議会の設立・運営」、

「データ活用プロジェクト支援機能の構築・活用j、「市町、企業等におけるデ

ータ活用の促進J、「地域特性を生かした実証フィールドの積極的活用j、「シビ

ックテックとの連携」、「情報通信産業の誘致・育成」

( 5 )行政手続のオンライン化

「行政手続オンライン化の推進J、「電子署名への対応」、「マイナンバーカード

の利活用促進」、「キャッシュレス決済の導入検討J、「市町における行政手続オ

ンライン化に関する助言・情報提供等による支援」

( 6 )デジタルデバイド対策

ij吉報通信格差の是正のため、携帯電話事業者への働きかけ (5Gを含む基地

局整備要望)J

(7)人材育成・意識改革

「スマート人材の育成」、「市町におけるスマート人材の育成支援J、「企業経営

者層を対象とするセミナ一等の開催」、「企業現場で活躍する ICT人材・デー

タ活用人材の育成j

(8 )新型コロナウイルス感染症拡大を契機とした DXの推進

「各部局で実施する施策の進捗管理と必要な投資の検討」

取組内容及び進捗状況については、今後の社会経済情勢の変化や県民ニーズ、

ICTの進歩等による外部環境の変化にも迅速・的確に対応し、各年度の予算調整

等を経て適宜調整を行うため、必要に応じ取組内容の修正等を行います。

5 推進体制(別紙2 P. 35) 

知事を長とする県庁内の会議において、本計画に基づく取組を推進するとともに、

スマート改革推進課が全体を取りまとめ、推進します。

6 スケジュール

令手口元年 12月 総務地域連携常任委員会にて、計画策定について説明

令和2年 3月 総務地域連携常任委員会へ検討状況 (3/10時点案)を説明

6月 総務地域連携常任委員会へ最終案を説明

最終とりまとめのうえ確定
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4 県民参加型予算「みんなでつくろかみえの予算Jについて

県民の皆さんの新たな発想や身近な問題意識を事業の構築に取り入れ、事業の質の

向上や限られた資源の有効活用を図るとともに、予算の使い道について県民の皆さん

の理解、共感及び納得性を高めながら県政に参画していただくことを目的とし、令和

3年度当初予算においても、「みんなでつくろかみえの予算J(略称:みんつく予算)

を実施します。

令和 3年度予算編成では、新型コロナウイルス感染症対策に特化してアイデアを募

集します。

1 県民参加の仕組み

「みんつく予算」では、「事業提案Jと「投票」を、県民の皆さんに参画いただく
仕組みの大きな 2本柱としています。

( 1) r事業提案J の募集 (6 月 24 日 ~8 月 31 B) 

【事業提案の概要]

①募集テーマ

私たちの生活に多大な影響を及ぼした新型コロナウイルス感染症の危機を経
験した今、「どのように県民の命と健康を守り抜くのか」、「どのように暮らしと

経済の再生・活性化を図っていくのかjなど、県が取り組むべき中長期的な課題

に対応できる事業について、「みえモデルj に記載の 6つのカテゴリーから幅広

くアイデアを募集します。

②応募要件

・年齢・居住地(県内・県外)を関わず、どなたでも応募可能(グループも可)。

ただし、県職員、県議会議員及び法人等は除く。

-想定事業費が概ね1.000万円以内であるもの

-営利呂的又は特定の個人若しくは団体のみが利益を受けることを白的とするも

の、政治活動・宗教活動又は選挙活動を目的とするもの、現金給付又は施設整備

のみを臼的とするもの、公序良俗に反するもの、既存事業又は過去に実施した

事業と同ーの内容であると認められるもの及び事業実施が不可能なもの等は除
く。

③応募方法

三重県電子申請・届出システム(スマホによる応募に対応)、メール、郵送等

( 2 )審査 (~11 月下旬)

事業提案の受付終了後、所管部局において提案の内容を審査し、事業構築

の参考とします。なお、提案の内容や趣旨を尊重しつつ、必要に応じて所管

部局において修正・変更を行う場合があります。

( 3 )県民の皆さんによる f投票J (12 月中旬~1 月上旬)
所管部局において構築した事業に対し、県民の皆さんによる投票と意見募集を

実施し、知事査定を経て、予算総額※の範囲内で、事業を選定します。

※予算総額:5， 000万円程度を予定。なお、令和 3年度当初予算フレームの状

況等により、今後変更する可能性があります。
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【投票の概要]

①投票いただける方

投票を行う時点で、満 16歳以上であり、県内に住所を有する方。ただし、県職

員、県議会議員及び法人等は除く。

※前回の投票時に、 18歳未満も投票できるようにしてほしいというご意見があ

り、県政に対する関心を高める観点からも、投票年齢の引き下げを行います。

②投票方法

三重県電子申誘・届出システム(スマホからの投票に対応)、メールまたは郵送

2 議会への報告

11月定例月会議において、県民参加型予算「みんなでつくろかみえの予算j

を含む令和 3年度当初予算の要求状況についてご報告するとともに、 2月定例月

会議において令和 3年度当初予算としてご説明します。

3 今後のスケジュール

令平日 2年

6 月 24 日 ~8 月 31 Bまで

~11 月下旬

12月7B
12 月中旬~1 月上旬

令和 3年

1月中旬

2月

「事業提案Jの募集

所管部局において提案内容を審査、事業構築

予算決算常任委員会(当初予算要求状況)

県民の皆さんによる「投票Jを実施

知事査定

当初予算発表
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3 収納方法別納期内納付率について

( 1 )コンビニヱンスストアでの納付

納期内納付された割合は、件数ベースで 37.5%(前年度 38.7%)、税額ベースで

39.4% (前年度40.0%)となり、ともに導入当時は2割弱であったものが現在では4

割の状況になっています。

納付方法のーっとして、納税者の関に広く定着しました。

(2)インターネットを利用したクレジットカード納付

納期内納付された割合は、件数ベースで4.2%(前年度4.1%)、税額ベースで4.7%

(前年度4.5%)となりました。

(3) MMK設置庖(スーパー、 ドラッグストア等)での納付

納期内納付された割合は、件数ベースで1.2% (前年度1.3%)、税額ベースで1.2%

(前年度1.4%)となりました。

(4)スマートフォンjお斉アプリ rPayB (ペイビー)J及び「モバイルレジ」での納付

コンビニ納付、クレジットカード納付、 MMK設置屈での納付に続く新たな納付方法

として、令和2年度よりスマートフォン決済アプリでの納付を開始しました。納期内納

付された割合は件数ベースで0.8%、税額ベースで0.8%となりました。

(5) 自動車税対策(滞納処分を前提とした滞納整理)の徹底

納税資力があるにも関わらず納税しない滞納者に対しては糊内処分を前提とした滞

納整理の徹底を図ってきたことで、令和元年度自動樹党種別割の現年度徴収率は99.86%

(前年度99.87%)、現年度、繰越の合計徴収率は99.55%(前年度99.51%)となりまし

た。

4 今後の取組について

コンビニヱンスストアでの納付が定着し、納期内納付率も年々上昇しているため、イ

ンターネットを利用したクレジットカード納付やスマートフォン決済アプリ等、他の納

付手段についても普及啓発を行い、引き続き納税環境の整備を進めます。併せて、滞納

整理を強化することで、納期内納付率の向上に努めていきます。

なお、納期内に納付いただけなかった滞納者に対しては、納期内に納付いただ、いた納

税者との公平を保つため、 6月初日に督促状を送付し、すみやかに財産調査を行い、

滞納処分を進めます。

5 新型コロナウイルス感染痕の影響により納税が困難な方への対応について

三重県では徴収猶予の特例制度について、県ホームページへの掲載やチラシの配布を

行い制度を周知するとともに、各県税事務所において申請の受付を行っていますo

新型コロナウイルス感染症の影響により一時に県税の納付を行うことが困難な方で、

事業等に係る収入が前年同期に比べ概ね 20%以上減少している場合には、納期限または

6月初日のいずれか遅い日までに申請を行うことで、徴収猶予の特例制度を受けること

ができます。徴収猶予の特例制度が適用されると、原則 1年間に限り、無担保、延滞金

なしで猶予を受けることができます。
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